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第2次 世 界 大 戦 後 の 移 民 政 策

⑦ 第2次 世界大戦後の好況期(1945年 一1962年)

戦後の移民政策を左右 した2つ の要因

第2次 世界大戦後の好況期は第2次 大戦終了の年(1945年)か ら始まり、1962年 に新 しい移民

法が制定されるまでの約15年 間である。第2次 世界大戦後のカナダの移民政策に最 も重要な影響

力をもっていた と思われる要因としては、次の2つ の事実をあげることができる。

第1の 要因は、1946年 から1962年 まで戦後のカナダで好景気が続いたとい う事実である。カナ

ダの国内では欝積 した戦時中の倹約生活が戦後になって消費物資の需要を生み出し、拡大 した軍

需産業を平和時の体制へ変えることを大いに助けた。同時に、イギリスおよび西ヨーロッパの復

興のための需要は、カナダの農場や工場からの生産物にとって、市場を開 くことになった。資本



と労働力が不足するかもしれなかったので、それを避けるために、双方を外国から補給 しようと

した。イギ リスとヨーロッパからは再び新たな移民の流れがこの国に注ぎ込まれた。合衆国か ら

は巨大な直接投資が流れ込んだ。 これらの要因すべてが、再生したイギ リス系ナショナリズムを

伴って、1950年 代の急上昇の繁栄を生み出 したのである。1

1970年代初頭 まで続いた戦後カナダ経済の好況によってカナダの移民政策は大きく影響される

ことになる。石油や天然ガスなどの地下資源や製造業部門に対する大規模な民間投資が行われ、

都市基盤や産業基盤の整備や大学をは じめとする教育機関に対す る政府の公共投資が戦後の消費

者の需要の高ま りと結びつ き、 この時期のカナダは経済的繁栄が長期にわたり継続した。この結

果、カナダのGNPは1939年 の57億 ドルから1962年 の360億 ドルと飛躍的な伸びを示 している。

1958年 までの失業率を見ると、2.8%か ら5.9%の 間を上下 してお り、この間の実質所得は倍増 し

ている。このような好況の持続はおよそ30年間におよび、これによってカナダ国内の熟練労働者

も不熟練労働者 もともに不足 し、本格的な移民政策が開始されることになる。2

この時期のカナダの社会的変化として見逃すことができないのは人 口の急激な増加である。戦

後1956年 までに、カナダには100万 人以上の移民がや ってきたが、1960年 代初頭までには、200万

人近 くが到着 している。多 くの人々は戦後のヨーロッパの単調な耐乏生活から逃れ、急速に拡張

しているカナダに新 しい期待を見出すために来たのである。これらヨーロッパからの移民の3分

の1が イギリスから、他の3分 の1が イタリアから、そして残 りの3分 の1が オランダ、 ドイツ、

エス トニア、ポーランドなどからの移民であった。この結果 カナダ社会の民族構成は、非イギ リ

ス系人口と非フランス系人口とが拡大されることによってより多様化 したことは言 うまでもない。

「トロントやモン トリオールのような都市では、密に編み込 まれた大きな外国語社会が、カナダ

生活に新 しい問題を提出するとともに、色彩と多様性を添えるごとく出現 した。新カナダ人たち

は貴い知識 ・技術、そしてもっと多くの資本も携えてきた。彼 らは労働力をさらに増 し、物資に

対して活発な国内需要を保つのに力を貸した。」3

戦後の好況と並んで、この時期の移民政策に重要な影響を及ぼしたもう一つの要因としては、

1945年 に創設された国際連合を中心とする国際諸機関(GATT、NATOそ の他)の 活動が活

発化 し、カナダもこれに積極的に関与することになったことがあげられる。国際世論を考慮に入

れると、カナダも人種差別的な選抜基準を改め、より開かれた選抜基準にもとついた移民政策の

導入を主唱する国際世論および国内世論の圧力にさらされることになる。4

1946年から1962年 までの16年 間に合計2,151,505人 が移民としてカナダに移住 してお り、年平

均にすると126,559人 という数字になる。またカナダは1947年 から1962年 にかけて25万 人の難民

を受入れている。これらの難民の出身国はポーランド、ウクライナ、 ドイツ、オース トリア、ラ

トビア、 リトアニア、チェコ、オランダ、ロシアなどであり、 ヨーロッパ、 とりわけ東欧諸国が

多い。5

次に移民の職業別構成 もこの間に大きな変化が見 られた。大まかな傾向を述べると、戦前はそ

のほとんどがカナダ西部開拓のための農業移民であったが、戦後は熟練技術者や専門職が占める



割合が増えてきている。1948年 の時点では、カナダに来る移民のおよそ5人 に1人 が農民 もしく

は農業労働者であった。 しかし1961年 の時点ではこの数字は20人 に1人 になっている。 したがっ

て定住地域 も大きく変わってきており、かつては西部平原州の農業地域に落ち着いていたのが、

オンタリオ(約50%)、 ケベ ック(約20%)、 ブリティッシュ・コロンビア(10%)な どの大都市

に大部分が定住するようになっている。

この間に移民の民族構成にも劇的な変化が見られた。既に述べたように、戦前は連合王国、ア

イルラン ド、北欧、西欧などからの移民が圧倒的な割合を占めていたが、戦後になるとイギ リス

からの移民数は1946年 一1950年 の44%か ら1956年 一1961年 の27%に 減少しているのに対 して、同

時期にイタリアからの移民数は4.5%か ら18%へ と激増 している。この結果、1957年には、カナダ

史上初めて、英仏系以外の民族であるイタリア系移民が英国系移民を上回った。しかしながら、

非西欧圏の国々からの移民は依然として増加していない。6

この結果、1950年 までにい くつかの都市では、アングロサクソン系ではない市長が出るように

なる一方、ヨーロッパ風の名前が連邦議会、州議会、地方政府の政治家の中に、頻繁に現れるよ

うになった。 トロン トやモン トリオール、その他のい くつかの都市では、古い区域が事実上特定

の言語グループに接収されてしまったにもかかわらず、第1次 世界大戦前に見られたような土着

の人々からの反感はずっと少な くなった。カナダ人は移民を直ちに同化しようと強力に迫 ること

もなかったし、真実ヨーロッパ色の加味されることを歓迎 しているようであった。7

キング首相の移民政策に関する声明

戦後の移民政策における最初の仕事は、移民選抜に関す る基本方針を打ち出す ことであった。

それは1947年5月 に連邦議会下院においてなされたマッケンジー ・キング首相による移民政策に

関する声明のなかで明らかにされ、これが1962年 までカナダの移民に関する公式見解 となった。

この声明のなかでキング首相は国家の受入れ能力が可能な限 り、ヨーロッパからの移民によるカ

ナダの人 口増加 と経済発展を移民政策の2大 目標 として掲げた。この声明はしばしば引用される

が、以下の6項 目からなるものであった。8

① カナダの移民政策の目的は、国家の人口増加を図ることにある。

② 移民による人口増加は、カナダの資源開発を助け、国内市場を拡大 し、第1次 産品の輸出

への依存度を減少させることによって、カナダの生活水準を向上させる。

③ 注意深い移民の選抜を行 うことは不可欠である。

④ 収容能力に応 じた数の移民を受入れることが最 も重要である。 したがって、その数はカナ

ダ国内の経済状態によって毎年変わる。

⑤ 移民問題はカナダの国内問題であ り、議会がそれを管理統制する権利を有す る。現行 の移

民法の中で問題のある差別政策は廃止 され るべきであるが、移民を許可す る最終的な権限は

カナダにある。外国人には移民としてカナダに入国する 「基本的人権」はない。これはあく



までも 「特典」(privilege)で ある。

⑥ カナダ国民は大量の移民受入れによるカナダの民族別人 口構成比の大幅な変化を望まない。

したがってカナダ政府は、まちがいなく社会的 ・経済的問題を引き起 こす 「東洋からの大規

模な移民」には反対である。

このような基本方針を背景として1952年 の移民法が制定されるまでには、移民政策に関する各

種の改善がなされた。たとえば1946年5月28日 には1931年 の移民法にわずかの修正が加えられ、

アジア系の国内受入れ保証人については 「市民」(カ ナダ国籍を有する)か ら 「住民」に枠が広げ

られた。翌1947年5月2日 には、中国人の入国を禁止した中国人移民法が廃止された。これには

ブリティッシュ ・コロンビア州議会の議員による強い抵抗運動があったが、カ トリック教会や労

働組合等多 くの圧力団体による非難の的とな り、新聞も廃止の方向に向けてキャンペーンを張っ

た。91949年6月2日 には、フランス国民 も独立移民有資格者の リス トに加えられた。

市民権移民省の新設

行政面においても、1946年 にカナダ市民権法(CanadianCitizenshipAct)が 議会を通過 し、

1950年1月18日 には、市民権移民省(DepartmentofCitizenshipandImmigration)が 発足 してい

る。この新しい省には一般市民権、移民、先住民(イ ンディアン)に 関する局がそれぞれ置かれ、

これら3種 類の人々を同等の格で扱 う配慮がなされた。それ以前の移民局は、その時廃止された

鉱山資源省(DepartmentofMinesandResources)に あ り、移民とい う人的資源が天然資源と同

一視されていたことを考えると、一歩前進 したとも言えるが、移民と先住民(イ ンディアン)と

い う全く相反する利害関係を持つ2つ の集団を1つ の省の管轄下に置 くということは、結果的に

見ると望ましいことではなかった。1０

さらに英 ・仏 ・米の3つ の国民に限定されていた独立移民の入国を他のヨーロッパ人にも開放

する目的の法令が、1950年6月9日 に発令された(P.C,2856)。 これによると 「カナダの風土、社

会、教育、労働、その他の条件や要求を満たすことのできる者で、入国後妥当な期間内にカナダ

社会の生活に順応 し同化することにおいて問題のない者」11なら誰で も受け入れ られ ることに

なった。また1950年9月14日 には敵国からの移民の禁止が解除となり、 ドイツ人も他のヨーロッ

パ人と同じ条件で移民が許されるようになった(P .C.4364)。 ただし日本人の場合には、1952年

7月 まで敵性外国人(enemyaliens)と 見なされていた。12

1952年移民法とその問題点

以上のようなさまざまな改善の試みが行われる中で、それまでのあらゆるものを総括する意味

において1952年 の移民法が制定された。それは1910年 の移民法以降、画期的な新 しい移民法 とな

る。その構成は以下の通 りである。13



① カナダ市民権あるいは永住権の獲得を 目的 とした者の入国に関する規定

② 入国が許可されない者の部類(カ テゴリー)の 明記

③ 移民を審査する権限の制定

④ 当該省庁の長官 ・官僚の権限の明記

⑤ 移民および移民候補者の逮捕 ・監禁 ・国外追放ならびに審査 ・調査 ・提訴に関する規定

⑥ 移民法に違反 した場合の罰則

⑦ 移民制度の乱用、不正行為の防止

⑧ 移民に対する渡航費の貸与制度の制定

⑨ 次の基準に基づいて特定の移民の入国を制限 ・禁止する総括的権限を諮問委員長に与える

こと

(i)国 籍 ・市民権 ・民族的背景 ・職業 ・階級 ・出身地域

(ii)特 異な慣習 ・習慣 ・生活様式 ・財産の所有方法

(iii)気候風土 ・経済 ・社会 ・産業 ・教育 ・労働 ・健康 ・その他の諸条件に対する不適応性

(iv)入 国後無理のない期間内に同化し、カナダ国民 としての義務と責任を果たす能力に欠け

ると思われるとき

この移民法における最大の問題点は、おそらく市民権移民省長官にほぼ無制限の権限が与えら

れたことであろ う。この法では移民を許可する者については長官および官僚(入 国審査に当たる

特別審査官)が 全 く自由に決定することができたので、 ヨーロッパからの移民が最も優先的に受

入れられるのは至極当然なことであつた。

移民の入国を審査する際の基準が曖昧で、長官や官僚の自由裁量の権限が大きすぎたことの弊

害は、第1に 、長官や官僚が個 々のケースの処理に追われるあまり、本来の職務である移民政策

の計画立案や移民管理の仕事まで手が回らないという結果をもたらした。弊害の第2は 、審査基

準が曖昧なために、長官の恣意的判断が大きく作用 し、入国審査の公正さに疑念が持たれるよう

になったことである。

連邦議会下院における論争

このような移民法の問題点に対 してもっとも手厳 しい批判を投げかけたのは、連邦議会下院の

一部の議員たちであった。これ らの議員は必ず しも野党議員というわけではな く、自分の選挙区

に多数の移民を抱えていたり、自分自身がその民族的出自のゆえに移民問題に特別の関心を持っ

ている人々であった。さらに、法律家たちも差別的な入国審査に関する顧客(ク ライエン ト)の

苦情や訴えを取 り上げ、裁判沙汰にすることが多かったのは当然であろ う。!4

このような世論の動きをにらんで、当時連邦議会下院の野党であった保守党は、政権党である

自由党を攻撃するための争点 として移民政策を取 り上げ論争を挑んでいる。 この問題に関する保

守党内随一の論客は共に弁護士出身の党首デ ィーフェンベーカー(JohnG.Diefenbaker)と フル



トン議員(E.DavieFulton)で あった。1955年2月15日 、自由党政府に対する不信任の動議を提

出した際に、保守党を代表 してフル トン議員は次のように政府の移民政策を厳 しく批判 している。

政府の移民政策は不明瞭で、一貫性に欠け、バラバラで調整が取れていないといわなげれば

ならない。それはわが国のニーズや責任に応えるものとなっていない。15

保守党が提出 した不信任の動議は結局のところ否決されてしまったが、このような保守党の批

判に対する政府側の答弁は一貫性や説得力を欠き、時として答弁の内容が矛盾することも多かっ

た。16

1952年 移民法に対する批判は議会内にとどまってはいなかった。カナダ法律家協会をは じめと

する法曹界の諸団体が調査報告書や決議を公表し、当局の移民行政の悪 しき慣行を指摘 し、移民

の法的諸権利が否定 されている事実などに対して攻撃の矛先が向けられた。17

移民政策をめぐる省庁間の対立

移民政策に関する省庁間の見解や姿勢の対立 も深刻な問題を孕んでいた。すなわ ち、労働省

(DepartmentofLabour)の 見解に よれば、移民計画はカナダ国内の景気循環に合わせてなされ

るべきであ り、 したがって、失業が深刻な問題 となっている時期には、当然のこととして移民枠

は厳 しく制限されるべきであ り、毎年の移民計画はカナダ国内の労働力の不足を埋めるためにな

されるべきである。 これに対 して市民権移民省としては、長期的な視点に立って移民の価値を認

めようとする立場をとっていたので、「水道の蛇口を閉めた り緩めた りする政策」C`taponand

off"policy)に よって短期的に移民受入れ枠を増減させることで調整することには反対の立場を

とっていたのである。

このような中で起きた異変ともいえる事件が、1956年 のハンガ リー動乱とそれに続 くスエズ危

機であった。その結果、人道的な立場か ら、カナダは1958年 末までに、本来の移民枠には含 まれ

ない37,566人 のハンガリーからの亡命者 と、108,989人 のエジプ トからの英国系難民を受け入れ

ることになった。その際、移民への教育 という点で刺激となったのはハンガ リーからの移住者た

ちであった。すなわち、17人 の教師と調整係、それにハンガ リー語ができる講師がオランダに派

遣され、カナダへの移民希望者に対する特訓が現地で行われたのである。さらにハンガ リー語で

『新入国者のための手引き』が2万 部印刷されて内外で配布 された。18

⑧ ポイ ン ト ・シス テム導入期(1962年 一1976年)

1962年 に始まり1976年 までのポイン ト・システム導入期の移民政策で最も注 目すべ き変化は、

1962年 の新 しい移民法の制定によって、人種差別的な移民政策が廃止された ことである。 これは

カナダの移民政策の歴史上画期的な出来事とい うべきであろう。 このような根本的な変化の背景



には、次のような事情が横たわっていたと考えられる。

① 国際世論から厳 しい批判にさらされたカナダの移民政策か ら人種差別的なスティグマを取

り除く必要があった。

② 熟練労働者が不足 し、不熟練労働者の間で失業率が高いために、質の高い技術移民を受入

れることが不可欠であった。

③ より安定 した移民プログラムを策定することの必要性が痛感されていた。

④ 移民局内部で、保証人付きの扶養家族(sponsoreddependents)に 対して何らかの措置を

講ずる必要性が強 く感 じられていた。19

この ように、新 しい移民法は、それまでの人種差別的な基準に代わって 「技術」を移民審査の

基準とするより普遍的で能力主義的な方向に転換を遂げたのである。さらに1967年 には、審査基

準を より客観的かつ公正なものとすべ くポイン ト・システム(PointsSystem)が 導入された。

1962年 の移民法一人種差別の撤廃と技術移民の導入一

1960年 代のピアソン(LesterB.Pearson)自 由党政権下のカナダでは、 リベラルな雰囲気の中

で政治経済面でも行政面でも多数の改革が行なわれた。従来の移民政策も道徳的 ・実際的に時代

と合致していないことが自覚され、能力主義的でより普遍的な判断を基準とす る新 しい移民政策

の必要性が叫ばれた。

か くして、1962年 に新 しい移民に関する法令(P.C.1962-1986)が 発令されたが、この法令の

特徴は、単独で入国を希望する移民に対する人種的 ・民族的差別が撤廃 された ことである。2°以

前の差別政策の名残といえば、保証人付きの移民については、ヨーロッパ人の場合の方が他の者

よりも広い範囲の親族が許されるとい うことであった。そしてこの法令においては、「技能」が移

民選択の基準の中心であるとい うことが明確に打ち出された。

この法令によると、独立移民として入国が許可されるのは教育、職業的訓練、技能、あるいは

その他の特別な資格などの事由から、カナダに首尾よく定住できる可能性を持つ者で次のような

条件を満たす者である。21

① 定住するまで生活するのに十分な財力を有する者

② 移民局長(Director)に よって取 り決めがなされた、あるいは承認された雇用のために入国

する者

③ 移民局長によって取 り決めがなされた、あるいは認められた事業、家業、職業、農業に従

事するために入国する者

これらの移民はどの国の出身者であっても、配偶者や未婚の18歳 未満の子供の保証人となって



近親者をカナダへ呼び寄せることができたが、遠い親戚の保証人になることは、 トル コを含む

ヨーロッパ、北 ・中 ・南米および近隣諸島、エジプ ト、イスラエル、 レバノン出身者のみに許さ

れ、アジアとアフリカのほとんどの国の出身者には許されなかった。22

1967年の移民法一ポイン ト・システムの導入一

カナダの移民政策の流れとして1960年 代後半に入って見られるのは、移民の質の向上を目的と

したとい うことである。古い政策においては人種あるいは民族を選択することで移民の 「質」を

維持することができると考えられる趣が多分にあったが、必ずしも人種や民族が直接質につなが

るものではないという認識が次第に強 くなってきた。1962年 移民法においては、独立移民の場合

には人種や民族の枠を外 して、教育や技能などの人的資源としての質が移民選択の基準になって

いたのであるが、保証人付きの移民については、血縁者であれば教育、技能などは問われること

がな く、しかも欧米系の移民についてはかな り薄い血縁関係の者までも幅広 く認められるとい う

ことであった。しか し、たとえ 「好ましい」民族であっても比較的自由に入国を認めるとい うこ

とは人的資源の質の低下につながると見られ、この点に関する改良が求められたのである。幻

1966年 、人的資源移民省大臣によって 『移民白書』が連邦議会に提出された。24この白書の趣 旨

は、連邦政府が移民政策とカナダ国内の労働需要との間の統合を図るべきであるとす るもので

あった。すなわち、移民政策は概 して言えば国内の経済政策と、そしてとりわけ労働政策および

社会政策との整合性がなければならないとい うのだ。要するに、『移民白書』によれば、カナダは

もはや従前のように短期的な要因によって移民政策を策定するのではなく、 より長期的な経済発

展とい う視点に基づいて政策決定すべきなのである。25『移民白書』はさらに もう一つ の重要な

提言をしている。「保証人付き移民」のカテゴリーでカナダに入国 して くる人々の多 くは非熟練

労働者であり、教育水準も低いことが明らかである。そこで、このカテゴリーに よる移民受入れ

枠を狭める方向に法改正を行 うべきだとい うのがその提言である。26

『移民白書』の提言は議会やマスメディアにおける大きな論争を巻き起こした。また政党、労

働組合、実業界、キリス ト教会、その他各界、各層の関係者からの発言が活発になされた。 これ

らの議論を受けて、人的資源移民省はその移民政策の再検討を迫 られることになったのである。

この再検討の結果、1967年 にカナダ移民政策の歴史において画期的な新 しい移民法が誕生した。

1967年 移民法の特筆すべき特徴は、カナダ移民史上初めて、独立移民、保証人付き移民のどち

らについても、人種、民族、国籍による差別が一切行われなくなったという点にある。 さらに、

1967年 移民法は移民を独立移民、保証人付き移民、指名移民の3つ のカテゴリーに分類 し、独立

移民については、移民申請者の教育、職業訓練、言語能力、目的地、適性、年齢、業種などがカ

ナダ国内の需要に準 じて点数で評価されることになった。27

以下、これらの評価項 目について簡潔に説明することにしよう。

① 教育と職業訓練(20点 満点)



移民申請者が1年 間継続 して公的教育ないし職業訓練を受けている場合、1点 が加算され

る。

② 適性評価(15点 満点)

移民申請者の適応力、動機づけ、積極性、その他の資質について移民審査官が評価。

③ 職業上の需要(15点 満点)

移民申請者の職種に対するカナダ国内での需要が強いか否かによって評価される。熟練技

能者ほ ど高得点につながる可能性が大きい。

④ 職業上の技能(10点 満点)

専門職を最高得点(10点)と し、熟練の程度に応 じて評価され、不熟練労働者の場合は0点

になる。

⑤ 年齢(10点 満点)

35歳以下のものは一律10点 が与えられ、35歳 を1歳 上回る毎に1点 減点される。

⑥ 雇用機会(10点 満点)

申請者がカナダ国内で雇用 されることが確定 していれば10点 を獲得。

⑦ 英語 と仏語の言語能力(10点 満点)

英語か仏語を流暢に読み、書き、話すことが出来る者には5点 が与えられる。英仏両公用

語に通 じているものには10点 が与えられる。

⑧ 親類縁者(5点 満点)

申請者が落ち着 くまで援助 してくれる親類がカナダ国内にいる場合。

⑨ 目的地における雇用機会(5点 満点)

申請者が定住 しようとしている地域に労働力に対する強い需要がある場合に高得点を獲得。

1967年 に始まったこのポイン ト・システムはその後1974年 、1978年 、1985年 と改訂がなされて

いる。それに伴って入国許可のために要求される最低の得点ライン(パ スマーク)は 、1967年 に

は50点 であったが、1985年 には70点 に引き上げられている。これらの評価項 目のうちどれか一つ

の項 目で低い得点をとっても、他の項 目で補 うことができればパスマークをもらうことが出来

る。28

また保証人付き移民については、扶養家族(sponsoreddependents)と 血縁関係の薄い指名親

族(nominatedrelatives)と こ々分類 され、後者についても単独移民に対するポイント・システム

の基準をやや緩めたもの(教 育、適性評価、職種への需要、技能、年齢)が 適用され、独立移民

よりはやや有利に入国できるが、以前のよう・に保証人さえあれば無条件に入国できるとい うこと

はもはやな くなった。このように、カナダの移民政策における人種差別の撤廃は、一方では人道

的な配慮があったことは確かに否定できないものの、他方ではカナダ経済における人的資源(労

働力)の 質の向上とい う、より現実的な使命を帯びたものであったと言える。

この人的資源の質の向上とい う目的のために、この移民法が発令された前年には官公庁の大が



か りな再編成が行われていた。その詳細な経緯については省略するが、1966年6月 には政府組織

法(GovernmentOrganizationAct)が 施行され、人的資源移民省(DepartmentofManpower

andImmigration)が 新設された。29さらに、1967年12月 には、カナダ人的資源移民評議会法

(CanadaManpowerandImmigratlonCouncilAct)が 成立 した。この評議会の主な役割は、人

的資源移民省の大臣に対 して、移民を含むカナダ国内の人的資源の効率的な活用に関わるあらゆ

る問題について提言することにあった。そ してこの評議会のもとに、成人の職業訓練、移民の社

会環境への適応、身体障害者の リハビリテーションサービスの調整、人的資源と移民に関する研

究、とい う4つ の事柄を検討するための諮問委員会が設けられ、ここで初めて移民に対する教育

とい う問題が正式に取 り上げられ、制度化されることになったのである。30

⑨1976年 移民法導入期(1976年 一現在)

『グ リーン ・ペーパー』の刊行

1972年 、人的資源移民省の大臣にアン ドラス(RobertAndras)が 就任 し、新 しい移民法の制定

作業にとりかかっている。彼が取 り組んだ最初の仕事は移民政策 に関す るグ リーン ・ペーパー

(議会審議用の政府試案を述べた政府の文書)を 準備することであった。彼はこの仕事を遂行す

るためのタスク ・フォース 「カナダの移民と人口に関する研究班」を組織 した。 この作業は当初

予定したよりも時間を要 し、1974年 秋になってようや く刊行にこぎつけ、内閣に提出された。 こ

の文書のタイ トルは 『カナダの移民 と人 口に関する研究報告書』(A Report of the Canadian

Immigration and Population Study)で あった。31

1966年 の 『移民白書』とちがって、『グリーン ・ペーパー』は移民政策に関する政府の立場を述

べるとい うよりは、カナダの移民法や移民政策がもたらした否定的側面をも含むさまざまな問題

点を客観的な事実 として指摘 している。たとえば、近年のカナダへの移民が トロン ト、モン トリ

オール、ヴァンクーヴァーなどの大都市に定住する傾向が強いために、カナダの都市化が急激に

進展し都市の住環境の悪化や環境問題等を招いていることや、カナダへの新移民が英語圏に偏る

傾向が強いことの結果 としてフランス語を母語とする人口(フ ランコフォン)の 比率が減少傾向

にあること、これらはすべて移民受入れに よる急激な人口増加がもたらしたものであると結論づ

けている。32『グリーン ・ペーパー』はさらに、1962年 と1967年 における移民法の改正の結果、ア

ジア ・中東からの移民が急増 し、カナダの民族構成が大きく変化したことが人種間の緊張を生ん

だと指摘し、これ らの問題を解決するためには、移民の受入れは第一義的には労働市場における

需要に応 じてなされるべきであると述べている。以上からわかるように、『グリーン ・ペーパー』

の論調は、積極的な移民受入れにはどちらかというと否定的な姿勢をとっているといえる。

『グリーン ・ペーパー』のこのような論調にたいしては、当然予想されたことであるが、各方

面からこれを批判する声があがった。 とりわけ多 くの批判の矛先は、『グリーン ・ペーパー』が、

移民の社会的 ・経済的効果に対して否定的な見方をしている点に向けられた。ほ とん どのエス



ニック ・グループが 『グリーン ・ペーパー』の論調に対して人種差別的であると非難 したことは

驚 くに当たらない。その詳細については省 くが、ここではそのなかから学界関係者の声を紹介 し

ておこう。多 くの研究者が 『グリーン ・ペーパー』の提言に関して意見を寄せているが、このな

かにはカナダにおける移民政策の歴史についての著作をもつ2人 の移民研究者、フリーダ ・ホー

キンズ(FredaHawkins)と ジェラル ド・ダークス(GeraldE.Dirks)が 含まれていたことは言

うまでもない。とりわけ、ホーキンズは 『グ リーン ・ペーパー』の分析は薄っぺらい表層的なも

のに止 まっていると批判し、カナダもアメリカ合衆国やオース トラリアに倣って、より広範な世

論の声に耳を傾けるべきであると主張した。さらに彼女は移民政策に関する王立委員会(Royal

Commission)の 設立を呼びかけている。33

上に述べたような議論を踏まえて1975年3月 、カナダ連邦議会で移民政策に関する上下両院特

別合同委員会が結成 され、精力的に公聴会が開催 され、1975年 秋には最終報告書を 出してい

る。34この最終報告書でなされた14項 目に及ぶ勧告のほとんどがそのまま1978年4月 に施行 され

た1976年 の新 しい移民法に採用されてお り、その意味でこの合同委員会の果たした役割は高 く評

価されている。

1976年 の移民法

1976年移民法の特徴は、カナダの移民法において初めて移民政策の基本原則を明記したことに

あるといえる。 ここで確認されている基本原則には次のような事項が達成すべき目標 として含 ま

れている。35

(a)人 口規模 ・人口増加率 ・人口構成とその地理的配分等に関する目標を達成する

(b)多 文化主義および二言語主義の強化促進

(c)カ ナダ国民および永住権を有する者と在国外家族との合流(再 会)を より容易なものとす

る

(d)永 住外国人がカナダ社会にスムーズに順応できるように連邦政府 ・州政府 ・地方 自治体政

府が協力する

(e)貿 易、商業、観光、文化的 ・学術的活動などの 目的でカナダに入国することを容易にする

(f)人 権と自由に関するカナダ憲章に違背する人種 ・出身国 ・民族 ・皮膚の色 ・宗教 ・性によ

る差別の撤廃

(g)人 道性を考慮 した難民の受入れ

(h)カ ナダ全域における経済発展の促進

(i)カ ナダ社会の健康 ・安全 ・秩序の維持

(j)犯 罪活動のための入国を禁止することに よる国際的秩序 と正義の促進

移民受入れに関する州政府との事前協議



カナダにおける移民の入国管理等に関する基本原則は、1867年 カナダ憲法(旧 英領北アメリカ

法)第95条 によって次のように規定されている。

各州においては、立法府は、その州における農業およびその州への移民に関し、法律を制定

することができる。 また、カナダ議会が、州における農業および州への移民に関し、時に応 じ

て法律を制定することができることを、ここに宣言する。農業または移民に関する州の立法府

の法律は、カナダ議会の制定法に違反 しない限 り、州において、かつ、州のために、効力を有

するものとする。

上記の条文から明らかなように、移民受入れに関する法の制定 と執行は連邦政府 と州政府の共

通の権限となっているが、過去においては州政府は教育面以外では移民政策についてあまり関心

を示してこなかったというのが事実である。 しかしながら、以下に見るように、1976年 移民法の

施行以降、各州の移民受入れに対する態度は大きく変化することになる。

1976年移民法では移民担当大臣が移民受入れに関 して各州の政府と事前協議を行い、毎年の移

民受入数などに関して年間計画を議会に提出することを義務づけている。 どの州も移民受入れの

プロセスに参加することには熱心であるが、なかでもケベック州はとりわけ強い関心を持ってい

る。 この背景にはケベ ック党に代表されるケベ ック ・ナショナ リズムがあることはい うまでもな

い。すなわち、ケベック州から見ると、これまでのカナダ連邦政府の移民政策は、アングロフォ

ン(英 語使用人口)な いしアロフォン(公 用語である英仏両語のいずれも使用しない人々)の 数

を増やすことにつながってお り、その結果ケベ ック州内におけるフランコフォン(フ ランス語使

用人口)の 割合は減少の一途を辿っている。これに歯止めをかけるためには、ケベック州独 自の

移民政策の導入が必要であるというわけだ。1978年 、連邦政府 とケベ ック州政府との間で合意が

成立し、ケベックは移民政策に関する大幅な権限を連邦政府から譲歩させることに成功し、翌年

の1979年 にはケベ ック州独 自の移民法の導入に踏み切っている。ケベ ック州政府のポイン ト・シ

ステムによれば、適性評価(適 応力などの個人的資質や動機づけ、ケベ ックに関する知識などに

関する評価)の 項目に22点 という高得点を付与している(連 邦政府のそれは10点満点)。言語能力

の項目について見ても、連邦政府のそれは英語能力、仏語能力のそれぞれに5点 満点を付与 して

いるのに対して、ケベ ック州の場合はフランス語能力に12点 とい う高い得点を与えているが、英

語能力にはわずか2点 しか与えていない。36

移民受入れに関する5ヶ 年計画

1990年に保守党政府は、「移民受入れに関する5ヶ 年計画」(Five-YearImmigrationPlan)を 議

会に提出したが、 このプランの作成に当たっては実業界、労働界、あらゆるレベルの政府、地域

社会のさまざまな団体などを代表するおよそ4,000人 にのぼる人々からの聴き取 りが実施 されて

いる。37第1次5ヶ 年計画(1991年 一1995年)の 下で、この計画の最終年度である1995年 までには



独立移民の大多数を熟練労働者が占めることになった。さらに連邦政府は、各州政府および民間

部門との事前協議を実施することによって、特定の州において供給不足に陥っている職種を指定

し、その リス トを作成 している。移民申請者のうち、このリス トに載っている職種に就 くことを

希望している者に対しては、その選抜に当たって特別にボーナス ・ポイントが与えられた。

この第1次5ヶ 年計画はカナダの移民政策の歴史において画期的な意味をもつ。それとい うの

も、この長期計画によって連邦政府は、連邦結成以降の移民政策の歴史において初めて、カナダ

の国内経済が後退期にある時でさえ、移民受入れ数を増やす方向で努力しなければならな くなっ

たからである。移民受入れ枠の拡大を目指すこのような連邦政府の政策は、改革党だけが移民受

入れ枠の削減を求めたのを除いて、連邦議会のほとん どすべての政党から支持をとりつけてい

る。381992年、労働界の声を代弁 して、カナダ労働会議(CanadianLabourCongress)会 長ボブ ・

ホワイ ト(BobWhite)は 、一般論として移民がカナダ国民からその仕事を奪 うことはないし、そ

れどころかむしろ雇用、需要、富を創出していると、力強 く述べている。39

ビジネス移民プログラム

1976年 移民法のもうひとつの大 きな特徴はビジネス移民プログラムの導入である。ビジネス移

民プログラムは、まずオンタ リオ州における試験的プロジェク トとして1975年 に導入され、その

成功によって自信をつけた連邦政府が1978年 から全国的なプログラムとして実施したものである。

これは1967年 移民法の延長線上にあるものであったが、明らかなちがいが2点 あつた。第1に 、

これは以前の経験をもとに作 られたプログラムであ り、移民希望者の資格要件として、 ビジネス

投資とい うかたちで積極的に経済に貢献することを要求する。第2に 、このプログラムは、企業

家、自営業者、投資家といった経済的役割によって示される社会経済的経歴が、中流以上の人々

に便宜をはかることをとくに想定 している。

当初、このプログラムは 「企業家」(entrepreneur)お よび 「自営業者」(self-employed)と い

う2つ のクラスで出発したが、1986年1月 に連邦政府がビジネス移民クラスに新たに 「投資家」

(investor)ク ラスを導入したことによって、このプログラムはさらに細分化されて、3つ の異な

る区分に分けられ、それぞれ次のように定義 された。

① 企業家一カナダにおいてベンチャー ・ビジネスを設立 または買収す るか一定の投資を行

なって、黒字経営する意思と能力を有する者。事業はカナダの経済に大きく貢献するもので

なければならない。また、結果として、企業家およびその扶養家族を除 く5人 以上のカナダ

国民または永住者を対象とする雇用機会を創出又は維持するものでなければならない。 この

区分は、小規模から中規模の企業経営にふさわしい熟練した実業家に適用 される。

② 自営業者一申請者本人のみを雇用する事業を創立する意思と能力を有する者。事業はカナ

ダの経済、または文化、芸術活動に貢献するものでなければならない。 この区分はカナダ人

の職を創出も維持もしないが、農業従事者、スポーツ選手、美術家、舞台芸術家、社会に必



要な小売店の経営者など、経済的文化的な意味で大きく貢献す る個人に適用 される。

③ 投資家一 ビジネス上の実績および50万 カナダドル以上の個人資産を有することを証明でき

る者。投資家はカナダ国内の事業に対して少なくとも3年 間にわたって最低25万 カナダ ドル

の投資を行な うことが要求 され る。40

ビジネス移民がカナダの毎年の移民受入れ総数の中に占める割合は約10%と 比較的小さいが、

それがカナダ社会に及ぼす経済 的効果への期待は大 きい。1979年 から1986年 までの期間に、

36,327人 分の職が創出または維持されたと推定され、同 じ移民によって60億 カナダ ドルを超える

資金がカナダに移された。このプログラムが導入された最初の数年間は申請者の出身国はほとん

どが欧米諸国であったし、その数もかな り少なかったが、1983年 か らその数は急増 し、香港が企

業家移民の供給国として第1位 の座に就 き、その後香港、台湾、韓国などのアジア諸国が上位を

占めるようになっている。4１

む す び

本稿においてわれわれは、1497年 に最初のヨーロッパ人ジョン ・カボ ットのニューファン ドラ

ンドへの到来から数えておよそ500年 におよぶカナダ移民政策の歴史を辿って きた。その際、第

2次 世界大戦前 と大戦後のカナダにおける移民の歴史をいくつかの時期に区分することによって、

それぞれの時期において移民法や移民政策が形成 されたプロセスを明らかにしてきた。さらにわ

れわれは、この移民政策策定のプロセスにどのような人々が どのような形で関わ りをもったか、

彼らを突き動か していた理念や価値観あるいは利害関心はいかなるものであったか、またこれら

の理念や利害が具体的な移民法や移民政策 として立法化される際に、さまざまな移民行政に携わ

る官僚たちはいかなる役割を果たしてきたのかを明らかに してきた。最後に本稿を終えるに当

たって、これまでの叙述か ら明らかになった歴史的事実にもとついて、カナダ移民に関して一般

に抱かれている常識がいかに誤 ったものであるかを明らかにしようと思 う。

最初に 「カナダは移民の国家である」 という神話について取 り上げよう。確かにある意味では

カナダは移民によって成 り立っている国であることは否定できない事実である。 しか し移民に関

する統計データをよく見てみると、カナダの総人口のなかで移民が占める割合は、ある特定の時

期を除 くと、意外に小さいことに気がつ く。カナダの歴史のなかで移民受入数が最も大きかった

のは20世紀初頭の10年間、すなわち1901年 から1911年 までの間であるが、この時期でさえ、移民

が総人口に占める割合は13%か ら22%に 増えたに過ぎない。

さらに、われわれはカナダの人口増加は大量の移民の流入によるものと思いがちであるが、実

は移民による人 口増は意外に小さく、カナダの人口増を支えているのは自然増であることがわか

る。カナダの歴史を通 じて、移民による人口純増は極めて限られた時期(20世 紀の最初の10年 間

と第2次 世界大戦後の時期)に のみ見られた例外的な現象であったといってよい。このように移



民がカナダの人口増に思ったほど寄与 していないという事実の背景には次のような事情が存在 し

ている。すなわち、カナダは確かに毎年大量の移民を受入れてきてはいるが、これら移民の大多

数はカナダに定住せず隣のアメリカ合衆国へ流出した り、出身国へ戻ってしまうことが多 く、結

果 として人口増の足を引っ張っているのだ。

移民をめぐる第2の 神話は 「カナダはいつの時代においても、ヨーロッパやアメリカと違って、

移民や難民の受入れに関して寛容で人種的偏見から自由であった」とい うものである。確かに現

在のカナダの移民政策を見る限 り、カナダは移民や難民の受入れに関して寛容で人道的な姿勢を

貫いているように思われるか もしれない。 しか しながら事実は、カナダにおける移民の歴史の大

部分を通 じて人種差別的かつ排他的な移民選抜がなされてきたといえる。戦前の移民法では、あ

からさまな人種的基準にもとついた移民の選抜が行われていたことは明らかである。 コンフェデ

レーション(連 邦結成)後 のマク ドナル ド政権の緊急の課題は、できる限 り速やかにカナダの総

人口を増や し、未開拓のままの状態にあった西部カナダへの入植を進めることによってアメリカ

合衆国の軍事的侵入に備えることにあった。さらにイギ リス系の移民をできる限 り多く受入れる

ことでイギ リス系人口を増やし、フランス系人口に対抗することでイギ リス系の優位を確保する

ことにあった。また、カナダ連邦政府にとって最も 「好ましい」移民とはできる限 りはや くカナ

ダ社会に適応 ・同化することが期待される人々であり、この意味でもやはり英米系の移民が最も

「好ましかった」のであり、それ以外の者はたとえ移民が許可されたとしても、英米文化に同化

するのが当然と考えられていたことはい うまでもない。ちなみに、英米系の次に 「好ましい」 と

されたのは北欧系や ドイツ ・オランダ ・ベルギー系の移民であり、ついで南欧系と東欧系がそれ

に続き、最底辺の最も 「好ましくない」移民としてはユダヤ系、東洋系、黒人が位置 していた。

人頭税を課すことによる中国人移民の排斥、第2次 世界大戦中の日系カナダ人の強制移住 ・強制

収容、ナチス ドイツに追われてヨーロッパから亡命してきたユダヤ系移民の受入れ拒否などに、

当時のカナダ社会の人種的偏見が端的に現れている。

戦後になってからも、熟練労働力と不熟練労働力がともに不足し、1950年 代に南欧、とりわけ

イタリアから大量の移民がカナダに入ってきたことによって人種的制約がやや緩和 されたことや、

フランス系の移民が優遇されるようになったことを除けば、移民政策の本質的な変化はなかった。

1960年 代になって、人種による選抜基準が移民(労 働力)の 「質」にはつながらないとい うこと

が明らかになって、初めて人種による選抜基準が技術による選抜基準へと変更 された。そして移

民による技術の輸入がおおむねその役割を果たした頃になると、1980年 代にはビジネスクラスと

呼ばれる、香港などから直接資本やノウハウを持って来る投資家 ・企業家移民の枠が設けられた

のである。

移民をめ ぐる第3の 神話は歴史家のグラナステンが指摘しているように 「カナダの移民政策の

歴史のなかで中心的な問題は、カナダが移民政策を一度として持ったことがないことにある」と

い うものである。42カナダの移民政策は一貫性を欠いてきたというこのような非難をわれわれは

しばしば耳にする。確かに、移民としてどのような人間を受入れてきたかとい う点では、時代に



よって受入れを許可する人々が異なっていたとい うことから、一貫性に欠けていたということが

できるかも知れない。 しか し、 これまでの議論によっても明らかなように、カナダの移民政策は

国家形成 と経済発展を最優先課題 として、それに対応す るものとして各時代の移民政策が形成さ

れてきたということができる。国家形成あるいは経済発展のために 「好ましい」人間を移民とし

て受入れるというものであった。ただその 「好ましい」人物の内容が、時代によって異なってい

ただけであった。このように見ると、カナダの移民政策はある意味で一貫性をもっていたとい う

ことができる。

最後に、おそらくカナダの移民政策に関していつの時代にも広範囲の人々の間で根強 く受入れ

られてきたと思われる神話を取 り上げることにする。それは 「移民はカナダ国内の労働者の賃金

や雇用にマイナスの影響を及ぼす」 とするものである。 とりわけ不熟練外国人労働者を大量に受

入れることは、国内の労働者の仕事を奪い雇用を不安定化 し、国内労働者の賃金水準を押 し下げ

ることにつながるという理由で、労働組合が先頭に立って移民労働者の受入れに反対 してきたこ

とは事実である。さらに、これら移民の受入れに伴 うさまざまなコス ト(移 民子弟の公的教育に

要する費用負担や社会保障関連の支出の増加)は 地方自治体の財政を圧迫 し、結果として住民の

税負担を重 くしているとの不満の声が高まっているのは事実である。ところが、近年の移民に関

する多 くの研究によって移民がもたらす否定的な影響に関するこれらの神話はその多くが否定 さ

れている。たとえば、ボブ ・ハ ミル トン(BobHamllton)ら は、1977年 に国際的な移民(労 働力

移動)に 対するあらゆる規制を取 り除 くことによって得 られる利益は、その年の世界のGNPを

しのぐことになると推測 している。43このほか、移民が国内の経済的福祉に及ぼす影響に関する1

980年 代に行われた経済学的研究は、そのいずれもが極めて楽観的な結論に達 している。

しかしながら、カナダと同 じく移民受入れ大国であるアメリカ合衆国においては、事情を異に

しているかのように思われる。周知のごとく、今 日のアメリカはラテンアメリカ諸国からの合法

・非合法の大量の移民流入とい う現実に直面 している
。これらの移民の3分 の1の 移住先はカ リ

フォルニアであり、そのほとんどがメキシコからの移民である。記録的な数に達している移民の

数を削減すべきであるとの世論の高まりを受けて、アメリカ移民改革委員会(ジ ョーダン委員

会)は1995年 、新たな就業規則を通 じて合法移民を最低でも現在の3分 の1に 削減するとともに、

不法移民を完全に排除すべきであると提案した。 しかしこのような提言とは逆に、その後のアメ

リカへの移民の流入は史上最高 レベルに達 している。

1997年、ジョーダン委員会は全米研究評議会(NationalResearchCounci1=NRC)に 対 して、

移民の財政 ・人口統計 ・経済的効果を検討することを要請 した。NRCは そのリポー トのなかで、

財政的には高い割合の移民の流入は、不法移民も税金を払っていることを考えれば、全般的にワ

シントンにとって都合のいいものにちがいないが、州政府や地方政府にとっては好ましくないと

指摘している。44

ランド研究所のジョージ ・ヴァーネズ(GeorgesVernez)、 ケヴ ィン ・マ ッカーシー(Kevin

McCarthy)、 ハーバード大学のジョージ ・ボラス(GeorgeBorjas)と いった移民研究者も、NR



Cの リポー トの主張とほぼ同 じ趣 旨の結論を出している。ランド研究所のヴァーネズとマッカー

シーは、その リポートのなかでこの30年 間にわたってカ リフォルニアへの移民、特にメキシコか

らの移民が多かったことによって、教育を受けていない非熟練労働者の州内における比率がバラ

ンスを失 した形で高まり、富裕層 と貧困層、カ リフォルニア州民 と移民との間の賃金格差がます

ます悪化 したと指摘している。45

ハーバー ド大学の移民研究者として知 られるボラスも、そのカリフォルニア移民の研究のなか

で、全国 レベルで見ても、高い割合の移民の流入が、富を貧 しいマイノリティ層から富裕層へと

移動させたと分析 し、1965年 以降、移民全体のなかで比較的熟練度の高い労働者の数が減少 し、

国全体の比率と比べると、その減少ぶ りがますます際立つとしている。つま り、移民が基準以下

の賃金を進んで受入れるために、アメリカ生まれの産業 ・農業労働者の賃金を押 し下げてしまっ

ているとい うのだ。その結果、農場や工場の所有者は不自然なまでに低 コス トの労働力によって

利益を得ている。ここからボラスは移民自体が収入再分配プログラムになってしまった と結論づ

けている。要するに、移民の存在によって賃金が引き下げられるために、労働者の賃金 も低下す

る一方、雇用主は移民による賃金引き下げでますます多 くの利益を得ているというわけだ。46

上に見た ように、近年におけるアメリカへの移民の大波がアメリカ経済に及ぼす影響に関する

経済学的研究のいくつかは悲観的な結論を導き出 しているにもかかわらず、アメリカの移民研究

者の大方は依然 として、移民がアメリカ国内の労働者に及ぼす影響は、雇用水準や賃金水準の点

で見るとそれほど大きなものではないとする見解をとっている。47

カナダの研究者たちも、カナダ生まれの労働者の雇用水準や賃金水準に移民が及ぼす影響はわ

ずかであり、移民世帯は彼 らが受け取っている便益以上のものを税金とい う形で支払ってお り、

彼 らのカナダ経済に対する貢献度はカナダ生まれの平均的な世帯の生涯にわたる貢献度を上回っ

ていると結論づけている。ただ し、ごく最近の移民の場合、財政面での貢献度はカナダにおいて

も次第に低下する傾向にあるとの指摘がなされていることも付け加 えておかなければな らな

い。48

1K .マ ク ノー ト著/馬 場 伸 也 訳 『カ ナ ダ の歴 史 』 ミネ ル ヴ ァ書 房 、1977年 、320頁 。

3J ,M.S.ケ ア レス 著/清 水博 ・大 原祐 子訳 『カ ナ ダ の歴 史一 大 地 ・民 族 ・国 家 一 』 山 川 出 版 社 、1978年 、

425頁 。
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国全体の比率と比べると、その減少ぶ りがますます際立つとしている。つま り、移民が基準以下

の賃金を進んで受入れるために、アメリカ生まれの産業 ・農業労働者の賃金を押 し下げてしまっ

ているとい うのだ。その結果、農場や工場の所有者は不自然なまでに低 コス トの労働力によって

利益を得ている。ここからボラスは移民自体が収入再分配プログラムになってしまった と結論づ

けている。要するに、移民の存在によって賃金が引き下げられるために、労働者の賃金 も低下す

る一方、雇用主は移民による賃金引き下げでますます多 くの利益を得ているというわけだ。46

上に見た ように、近年におけるアメリカへの移民の大波がアメリカ経済に及ぼす影響に関する

経済学的研究のいくつかは悲観的な結論を導き出 しているにもかかわらず、アメリカの移民研究

者の大方は依然 として、移民がアメリカ国内の労働者に及ぼす影響は、雇用水準や賃金水準の点

で見るとそれほど大きなものではないとする見解をとっている。47

カナダの研究者たちも、カナダ生まれの労働者の雇用水準や賃金水準に移民が及ぼす影響はわ

ずかであり、移民世帯は彼 らが受け取っている便益以上のものを税金とい う形で支払ってお り、

彼 らのカナダ経済に対する貢献度はカナダ生まれの平均的な世帯の生涯にわたる貢献度を上回っ

ていると結論づけている。ただ し、ごく最近の移民の場合、財政面での貢献度はカナダにおいて

も次第に低下する傾向にあるとの指摘がなされていることも付け加 えておかなければな らな

い。娼
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